
夏の節電対策に伴い児童クラブを特別開設します 
 

今年の夏（７月～９月）に企業等が行う節電対策により、勤務先の就業時間や勤務日の

変更等の影響を受けて、土曜日・日曜日が出勤になる等、家庭で十分に面倒を見ることが

できなくなる児童を対象に、児童クラブを特別開設します。 

現在、児童クラブ未設置の地域や児童クラブを利用していない場合でも、下記の要件を

満たしていればご利用できます。利用を希望される場合は、申込み要項をご覧の上、別紙

申込書にてお申し込みください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

説明会を開催します 

夏の特別開設の利用を希望される方を対象に説明会を開催します。 

日 時 ６月２４日（金）午後７時３０分～ 

会 場 田原市役所６階講堂 

その他 ①児童クラブ利用にあたっての重要な説明をしますので、利用を希望される 

方は出席をお願い致します。 

②説明会終了後に利用申込みを受け付けますので、ご利用ください。 

 

お問い合わせ先 田原市役所生涯学習課 電話２３－３５３１ 

児童クラブ特別開設利用申込み要項 

利用要件 田原市内の小学校に通学している１年生から３年生の児童で、今年の夏に企 

業等が行う節電対策の影響を受け出勤日が変更になる等、土曜日・日曜日に 

ご家族の誰もが面倒を見ることができないと認められる場合 

開 設 日 平成２３年７月～９月までの土曜日及び日曜日 

※ただし、８月１３日（土）１４日（日）は開設しません 

開設時間 午前８時～午後６時 

開設場所 ①童浦市民館（田原市浦町屋敷７８－２） 

②神戸市民館（田原市神戸町前畑１９） 

定  員 各３０名 

※申し込み数が定員を超えた場合、選考になることがありますので予めご了 

承ください。 

利 用 料 １日５００円 ※お弁当とおやつを持参していただきます 

申し込み 利用申込書に必要事項を記入の上、田原市役所生涯学習課窓口まで提出 

受付：平日８時３０分～午後５時１５分 時間に間に合わない場合は生涯学 

習課までご連絡ください。電話２３－３５３１ 

 

締め切り ６月２７日（月） 

 


